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学校における飲酒防止教育

2.飲酒防止教育の必要性

～薬物等に対する意識調査結果から見

えてくるもの～

1.教育現場での取組

～学校における飲酒防止教育～



保健・健康教育が必要な対象項目

1.自殺や他殺、不慮の事故に関係する行動

2.喫煙

3.飲酒、薬物乱用

4.性行動（望まない妊娠、HIV等の性感染症）

5.健康に良くない食行動

6.運動不足

Youth Risk Behavior（青尐年の危険行動）
米国疾病予防管理センター（ＣＤＣ）



青尐年が危険行動に至るステップ
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小・中・高等学校における
飲酒防止教育の目標

児童生徒自ら飲酒を開始するきっかけ

そのものを除いたり、きっかけとなる

誘因を避ける、あるいは拒絶すること

ができるようになることを目標とする。

（一次予防が中心）



高リスクアプローチ（二次予防）
集団アプローチ（一次予防）
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青尐年の危険行動を抑止する
ための教育の基本概念

基礎知識

小学校

高等学校

発
達
段
階 「生きる力」

• セルフエスティーム

• コミュニケーション力

• ストレス対処法

• メディアリテラシー



保健教育

教科保健 保健指導

・特別活動
・総合的な学習の
時間 など

・体育
・保健体育



小・中・高等学校における
飲酒防止教育

• 「 体育（小学校）」「保健体育（中・高等

学校）」（教科としての学習）

基礎的知識を身につけさせ、思考力・判断力など

の資質や能力を育成する指導が行われる。

• 「 道徳」「特別活動」「総合的な学習の時

間」等 （保健指導）

活動や実習等を通じて「体育・保健体育」等で身

につけた知識・理解をより深める指導が行われる。



青尐年の危険行動抑止に至るステップ

基礎的知識（飲酒の健康
影響、罰則規定）の習得

知識を活用できる能力・
技術の育成

意識改革
行動変容

主に「体育・保

健体育」で指導

される。

活動や実習に

多くの時間を割

ける「保健指導」

の活用が望まれ

る。
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学習指導要領とは？

学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）

第52条 小学校の教育課程については、こ

の節に定めるもののほか、教育課程の基準と

して文部科学大臣が別に公示する小学校学

習指導要領によるものとする。

第74条 小学校→中等学校

第84条 小学校→高等学校



小学校指導要領（平成20年3月）

〔第５学年及び第６学年〕Ｇ保健

（３）エ 喫煙、飲酒、薬物乱用などの行

為は、健康を損なう原因となるこ

と。



中学校学習指導要領（平成20年3月）

〔保健分野〕

（４）ウ 喫煙、飲酒、薬物乱用などの行

為は、心身に様々な影響を与え、

健康を損なう原因となること。ま

た、これらの行為には、個人の心理

状態や人間関係、社会関係が影響す

ることから、それぞれの要因に適切

に対処する必要があること。



高等学校学習指導要領（平成21年3月）

〔保健分野〕

（１）イ 喫煙と飲酒は、生活習慣病

の要因になること。また、薬物

乱用は、心身の健康や社会に深刻な

影響を与えことから行ってはならな

いこと。それらの対策には、個人や

社会環境への対策が重要であること。



高等学校学習指導要領解説保健体育編

（平成21年12月）

喫煙、飲酒は、生活習慣病の要因となり健康に影響が

あることを理解できるようにする。その際、周囲の人々や

胎児への影響などにも触れるようにする。

また、喫煙や飲酒による健康課題を防止するには、正し

い知識の普及、健全な価値観の育成などの個人への働

きかけ、及び法的な整備も含めた社会環境への適切な対

策が必要であることを理解できるようにする。その際、好

奇心、自分自身を大切にする気持ちの低下、周囲の人々

の行動、マスメディアの影響、ニコチンやエチルアルコー

ルの薬理作用などが、喫煙や飲酒に関する開始や継続

の要因となることにも適宜触れるようにする。



薬物乱用防止教育の留意点

 児童生徒への配慮

 教材への配慮

 指導上の配慮



児童生徒への配慮
 児童生徒の年齢、興味、ニーズなど発達

段階及び地域の実情を踏まえた適切な情

報提供が必要。

 飲酒の可能性の有無により、児童生徒を

区別しないこと。

 酒類の生産や販売によって生計を立てて

いる人たちがいることを踏まえ、特定の

人や組織等を非難しないこと。



指導教材等への配慮
 未成年による飲酒について「言い訳」の口実を

与える教材。

• アルコール依存症患者の更生・社会復帰のため

の教材。

特に著名人などの例を用いたロールモデル 。

→ 児童生徒がアルコール中毒者の生き方やアルコールの

作用に興味をもったり、飲酒をやめることができずに

いる多数の依存者がいることに気付かず、アルコール

問題を軽視する可能性がある。



小学生用 中学生用 高校生用

喫煙、飲酒、薬物乱用防止に関する
児童生徒用参考資料







指導上の配慮

• 「知識中心型」「脅し型」の健康教育だけでは、

児童生徒の意識改革は難しく、逆に危険行

動を助長することがある。

→ ロールプレイング等の実習や活動を通し

て人からの圧力に対処する方法等の習得

は有用であるが、それを活用できる「生

きる力」を身に付けることが必要。



「生きる力」（ライフスキル）

• 目標をきめてそれを実現することがで

きる

• 日常的におこるストレスに適切に対応

できる

• 家族や仲間とよく話し合い、良い人間

関係を保つことができる



小学校用 中学校用 高等学校用

喫煙、飲酒、薬物乱用防止に関する
指導者用参考資料



児童生徒の薬物等に対する

意識調査の結果について

【有効回答学校数】

小・中・高等学校：約250校

【有効回答者数（各学年１クラス）】

小学校（第5, 6学年生）： 約17,000人

中・高等学校（全学年）： 約25,000人
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ー 飲酒への関心 ー
「飲みたいと思ったことがある」と回答

した児童生徒の割合
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ー 飲酒の健康への影響 ー
「飲酒に害はほとんどない」「多尐はあるだろうが大したこ

とはないと思う」と回答した児童生徒の割合（H18）
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ー 将来の飲酒の可能性 ー
「２０歳以上になったら酒を飲むと思う」と

回答した児童生徒の割合
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• 男女の別なく成人における飲酒が一般化

→多くの大人が飲み過ぎなければ、健康

に良いと考えている。

• したがって、冠婚葬祭等において大人が、

未成年に飲酒を薦める現実がある。

結果に対する要因



未成年者飲酒及び喫煙禁止法の一部

改訂（平成11年及び12年）

• 保護者など親権を有する者が未成年の

飲酒及び喫煙を制止する義務を明記

• 販売業者の年齢確認義務を規定

対策

学校教育のみならず家庭や地域社会における理

解及び連携が必須



「飲酒及に対する関心」の有無別の
「薬物を使ったり、持っていたりすることは
悪いことだ」と回答した児童生徒の割合

「薬物を使ったり、持っていたりすることは悪いことだ」の回答率（%）

「飲酒」に対して好奇心の低い児童生徒と比較して、好奇心

の高い児童生徒では「薬物を使ったり、持っていたりすること

は悪いことだ」と回答した割合が低い
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ゲートウェイドラッグ

「アルコール」や「たばこ」に対する好奇心の

高い児童生徒は、好奇心の低い児童生徒と比較

すると「薬物乱用」のリスクが高くなる可能性

が示唆された。

児童生徒への「飲酒」・「喫煙」防止教育は、

効果的かつ重要な「薬物乱用」防止教育となり

うる。



啓発活動の在り方

小学校から高等学校にかけての教育現場だ

けでなく、地域社会においても喫煙・飲酒・

薬物乱用に関する正しい知識や規範意識を根

付かせることを第一とし、教育的視点からの

啓発を継続的に行う必要があり、そのための

体制を整えることが重要。


